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Ⅰ 測定計画の概要 
 

１ 大気常時監視 

大気汚染防止法第 20条及び第 22条の規定に基づき、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、

浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び微小粒子状物質等の大気汚染物質について次のとお

り実施する。 

ただし、平成 31 年３月報告「長野県の大気常時監視体制のあり方」の方針に沿って、措置

可能な測定体制の変更を進めるものとし、年度途中での測定項目変更の可能性がある。 

(1) 大気汚染自動測定機による測定 

固定局として、一般環境大気 16測定局（うち長野市分３局、松本市分１局）と、道路周辺

大気４測定局（うち長野市分１局、松本市分１局）において測定を実施する。 

固定局による測定を補完するため、 移動コンテナ局により２か所、大気環境測定車（あお

ぞら号）により３市１町３村８か所で、測定を実施する。 

(2) 微小粒子状物質成分測定 

微小粒子状物質対策の推進に資するため、一般環境大気２測定局（うち長野市分１局で実

施）、道路周辺大気１測定局（松本市分１局で実施）において測定を実施する。 

 

２ 有害大気汚染物質常時監視 

(1) 有害大気汚染物質 

大気汚染防止法第 22 条の規定に基づき、６測定局（うち長野市分２測定局、松本市分１

測定局）で測定を実施する。 

(2) 特定化学物質 

有害大気汚染物質を測定する４測定局において、特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）に基づく特定化学物質のうち、PRTR届出で大

気への排出量の多い物質について測定を実施する。 

 

３ 酸性雨対策調査 

(1) 酸性雨実態調査 

県内４か所において、ろ過捕集法により酸性雨の年間調査を実施する。 

(2) 国設酸性雨測定所における調査 

主に大陸からの大気汚染物質の長距離移送に係る酸性雨等の状況を把握するため、東アジ

アモニタリングネットワークの測定局に位置づけられた八方尾根の国設酸性雨測定所にお

いて国の委託調査を実施する。 

 

４ アスベスト環境モニタリング調査 

県内 12 地点（うち長野市分２地点）において大気環境中のアスベスト濃度の調査を実施す

る。 

 

５ ダイオキシン類調査 

ダイオキシン類対策特別措置法第 26 条の規定に基づき、一般環境調査について大気７地点

（うち長野市分２地点、松本市分１地点）、発生源周辺調査について大気 11地点（うち長野市

分４地点、松本市分３地点）で調査を実施する。 

 

６ 騒音調査 

(1) 自動車騒音常時監視 

騒音規制法第 18条の規定による自動車騒音常時監視を幹線道路について５年間で 63区間

実施し、面的評価を行う。 

(2) 北陸新幹線鉄道騒音・振動実態調査 

新幹線鉄道沿線の 11か所で実施する。 
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Ⅵ ダイオキシン類調査 

 
１ 調査内容 

(1) 一般環境調査 

調査対象 調査地点 調査回数 調査主体 

大  気 

（28検体） 

諏訪市（諏訪局） 

・年４回 

（6、8、11、1月） 
長 野 県 

木曽市（木曽局） 

大町市（大町局） 

中野市（中野局） 

長野市（吉田局） ・年４回 

（4、7、10、1月） 
長 野 市 

長野市（篠ノ井局） 

松本市（松本局） 
・年４回 

（5、8、11、1月） 
松 本 市 

注）一般環境調査の土壌及び水質関係（水質、底質、地下水）は水質測定計画に掲載 

 

 

(2) 発生源周辺調査 

調査対象 調査地域 調査回数・地点数 調査主体 

大  気 

（５検体） 

中野市 

下諏訪町 

・年１回 

・中野市３地点 

 下諏訪町１地点 

長 野 県 

大 気 

（８検体） 

長野市秋古地区 

・年２回 

（7、1月） 

・各１地点 

長 野 市 
長野市七二会乙地区 

長野市大字大豆島地区 

長野市浅川畑山地区 

大  気 

（６検体） 
松本市今井・神林地区 

・年２回 

（7、1月） 

・３地点 

松 本 市 

 

(3) 緊急調査 

不法投棄・野焼き等の事案に対して必要に応じて実施 

 

(4) 排ガス調査 

産業廃棄物焼却施設等特定施設の排ガス調査を実施 

 

２ 調査方法 

大気調査はダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（令和４年３月）による。 

 

 

  






